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第１章 審査基準書の位置づけ 

羽曳野市立学校給食センター等複合施設整備事業に係る設計・施工一括発注公募型プロポ

ーザル方式 審査基準書（以下「審査基準書」という。）は、羽曳野市が羽曳野市立学校給食

センター等複合施設整備事業（以下「本事業」という。）の実施にあたって、優先交渉権者を

特定するための方式及び審査の基準等を示すものである。 

なお、本審査基準書は、別に公表する実施要領等と一体をなすものである。 

 

第２章 審査の概要 

２．１ 審査方式 

羽曳野市立学校給食センターの整備においては、設計業務（意図伝達業務、事前調査業務、

各種許認可申請等の手続業務、市が行う交付金申請の支援業務を含む）、監理業務、建設業務、

調理設備調達設置業務に関する専門的な知識や技術が求められる。優先交渉権者の特定にあ

たっては、提案価格のほかに、技術的な提案内容も審査する公募型プロポーザル方式を採用す

る。 

 

２．２ 選定委員会の設置 

市は提案内容の審査に関して、羽曳野市立学校給食センター等複合施設整備事業に係る実

施設計・施工一括発注公募型プロポーザル方式候補者選定委員会（以下「選定委員会」という。）

を設置しており、選定委員会において提案書類の内容に関する意見交換、並びに審査・点数化

及び評価点の算出を行い、優先交渉権者及び次点の選定を行う。 
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第３章 審査の進め方 

以下に審査の進め方を示す。 

 

参加資格審査書類の提出 

参加資格の確認 【参加資格審査】 

ＯＫ 

ＮＧ 
失格 

参加資格要件を 

満たしていない場合 

技術提案審査書類の提出 

書類不備の確認 

価格審査 

技術提案審査 

優先交渉権者の決定・公表 

提案者の順位の決定 

【技術提案審査】 
ＮＧ 

失格 

書類不備のある場合は、

再提出を求める 

上限提案価格を

上回る提案は失

格とする。 ＯＫ 
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第４章 参加資格審査 

４．１ 参加資格審査 

参加資格審査では、参加者から提出された参加資格審査書類をもとに、参加資格を満たして

いるか否かを確認する。本審査は選定委員会が実施し、参加資格が確認できない場合は失格と

する。本審査における確認内容は次のとおりとする。 

審査事項 審査の内容 

参加資格要件 実施要領の各項目 

 

４．２ 参加資格審査結果の通知 

羽曳野市は、参加資格審査の結果を参加表明書提出者の代表企業に電子メールにて通知す

る。 

 

第５章 技術提案審査 

５．１ 書類不備の確認 

羽曳野市は、提案者から提出された技術提案書類等が全て揃っていることを確認する。ただ

し、書類不備等の場合は、再提出を求める。 

 

５．２ 価格審査 

羽曳野市は、提案者が提出した基本設計に準じた見積書価格をもって価格審査の得点化を実

施する。（様式６－２） 

 

５．３ 技術提案審査 

技術提案審査は、提案者の業務実績に関する審査と、提案者が提出した技術提案内容に関す

る審査で構成される。 

業務実績に関する審査は、別紙１の審査基準に基づき算出する。 

技術提案内容に関する審査は、選定委員会が、提案者が提出した提案内容に対して、次の審

査項目に対して別紙２の審査の視点に基づき審査を実施する。（様式７－１～７－７） 

 

（１） 事業計画全体 

① 取組方針・実施体制 

１）本事業の目的の理解と事業者独自のノウハウやアイディア 

２）本事業を確実かつ効果的に実現する実施体制 

② リスク管理 

１） スケジュール遅延に関するリスク分析及びリスク対策 

２） コスト管理に関するリスク分析及びリスク対策 

③ 関連業務の実施方針等 
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１） 本事業における関連業務の実施方針等 

 

（２） 技術提案項目 

テーマ１ 

「解体工事を含む安全性に配慮した工事仮設計画と段階整備計画に関する具体的な提案」 

１） 近隣住民や敷地の特性への配慮 

２） 敷地内の動線計画（青少年児童センター利用者の車両・歩行者・自転車）における安

全性と機能性への配慮 

３） 青少年児童センターの段階整備計画に関する具体的な提案 

 

テーマ２ 

「基本設計及び要求水準書等に準じ、給食センター施設計画に支障なく、効率性に配慮した

構造計画の独自提案」 

１） 効率性に配慮した構造計画の独自提案 

２） 基本設計及び要求水準書等に対するコスト削減提案 

（耐震Ⅲ類の提案も可能とする。） 

 

テーマ３ 

「課題事項に対し、基本設計及び要求水準書等に準じ環境面・効率性・経済性などに配慮し

た厨房機器等のレイアウト計画（空調・衛生・電気設備等の施設設備との整合性を図った）

の独自提案」 

１） 調理設備等の選定に際して、提供食数や学級数、調理時間等を考慮した優れた提案 

２） 調理設備等の選定に際して、衛生面や安全面、作業効率等に配慮した優れた提案 

３） 施設内の調理作業上の安全性と効率性に配慮した優れた提案 

４） 施設内の食材の安全性に配慮（アレルギーを除く）した優れた提案 

５） 施設内の食物アレルギー対応食の安全性に配慮した優れた提案 

６） ランニングコスト、メンテナンスの作業性、将来の利用形態の変容への提案 

７） 基本設計及び要求水準書等に対するコスト削減提案。 

 

（３） コスト削減提案 

各コスト削減提案は、工事費等の縮減、品質・性能 の向上、施工計画の合理化等を実現す

るための提案とする。コスト削減提案は、要求水準書および基本設計図書の内容を踏まえて、

基本設計意図をよく理解した上で、提案すること。 

また、以下の条件にあてはまる場合には、基本設計図書の記載内容の品質・性能以上とする

提案であっても、提案が認められない場合がある。 
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１） 本施設供用開始以降の維持管理・設備更新・大規模修繕等の費用負担等が大きいと考

えられるもの 

２） 本施設や周辺地域に対して工事中の影響が大きいと考えられるもの 

３） 環境負荷が大きいと考えられるもの 

４） その他市が採用を適当と認めない相当の理由があるもの 

 

（４） コスト削減提案の責任の所在 

基本設計図書に関する責任は市および基本設計者が負担し、コスト削減提案により変更

された設計内容およびその変更が影響を及ぼす部分についての責任は参加者が負担する。

市が当該提案の採用を認めることをもって、参加者の責任が軽減又は免除されるものでは

ない。 

 

５．４ 各審査の得点化 

（１） 審査点の考え方 

審査点は、価格審査点（３０点満点）と提案審査点（７０点満点）を合計し、総合審査 

点（１００点満点）を算出する。 

 

総合審査点（満点１００点） ＝ 価格審査点（３０点）＋ 提案審査点（７０点） 

 

（２） 価格審査の得点化 

価格審査点は、次の方法により得点化する。 

 

Ａ：基本設計に準じた見積金額の最低価格（様式６－２） 

Ｂ：予定価格 

Ａの評価点を３０点（配分割合を２０／２０）とし、（Ｂ－Ａ）の１／２０の価格帯ごとに

１．５ずつ評価点を減する。 

 

（３） 提案審査の得点化 

提案審査点は、審査項目ごとに以下のとおり３段階の評価を行い得点化する。 

なお、提案審査点は、小数点第２位までを求める。 

 

評価 評価内容 得点化 

Ａ 特に優れている 配点×１．００ 

Ｂ 優れている（要求水準以上の提案がある） 配点×０．７５ 

Ｃ 要求水準を満たしている程度 配点×０．５０ 

※評価は、審査票内の「審査の視点」欄の記載の内容で行う。 
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第６章 提案者の順位の決定 

各提案者の総合審査点をもとに、順位を決定する。ただし、総合審査点が６割に満たない者

は失格とする。 

総合審査点が同点の時は、提案審査の各評価項目について、最も多くＡ評価の項目を獲得し

た者を選定する。Ａ評価の項目数が同じ場合は、価格審査点が最も高い提案者を選定する。価

格審査点が同点の場合は、委員会で協議し委員長が決することとする。 

提案者が１者のみであった場合、総合審査点が６割を満たせば、優先交渉権者として特定す

る。 

 

第７章 優先交渉権者の決定・公表 

選定委員会の決定した提案者の順位及び優先交渉権者を、提案者へ個別に電子メールにて通

知する。 

なお、審査を行った提案者数及び名称、並びに審査の評価点については、契約締結後に市ウ

ェブサイトで公表する。ただし、公表にあたっては、選定されなかった提案者と評価点が結び

つかないよう個別具体的に対応するものとする。なお、審査に関する情報公開の対応は、提案

者から提出された提案書類等と同様に本契約締結後とする。 

  



9 

 

添付資料 

別紙１ （業務実績に関する審査） 

審査項目 審査の視点 配点 

 ① 設計事 業

者 

実施設計業務・工事監理業務を担う設計企業において、平成

２０年４月以降に竣工した延べ面積２，０００㎡以上の給食

センター・食品工場等の新築または改修に係る設計実績（実

施設計）の実績数 

Ａ評価：３件以上   Ｂ評価：２件   Ｃ評価：１件   

２点 

 ② 設計業 務

の管理 技

術者 

設計業務を担う設計企業において、平成２０年４月以降に竣

工した延べ面積２，０００㎡以上の給食センター・食品工場

等の新築または改修に係る設計実績（実施設計）の実績数 

Ａ評価：３件以上   Ｂ評価：２件   Ｃ評価：１件 

２点 

 ③ 工事請 負

事業者 

建設業務を担う建設企業において、平成２０年４月以降に竣

工した延べ面積２，０００㎡以上の給食センター・食品工場

等の新築の施工実績（当該共同企業体における出資比率が２

社共同企業体のときは３０％以上、３社共同企業体のときは

２０％以上、４社以上の共同企業体のときは１５％以上） 

Ａ 評価：大阪府内公共機関発注の工事の履行実績あり 

Ｂ 評価：大阪府外公共機関発注の工事の履行実績あり 

Ｃ 評価：上記以外の工事の履行実績あり 

３点 

 ④ 調理機 器

調達・搬入

設置事 業

者 

調理設備調達・搬入設置業務を担う調理設備企業において、

平成２０年４月以降に竣工した３，０００食／日以上の提供

能力を持つドライシステムの学校給食施設※１又は特定給食

施設※２の新築に係る調理設備の納入を元請又はＳＰＣ等で

納入して完了した実績数 

Ａ評価：６件以上 Ｂ評価：３～５件 Ｃ評価：１～２件 

３点 

別紙１ 合計：１０点 

※１ 学校給食法施行令（昭和２９年政令第２１２号）に定める単独校調理場及び共同調理場並

びに夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律（昭和３１年法律第１５７

号）に定める夜間学校給食の実施に必要な施設並びに特別支援学校の幼稚部及び高等部

における学校給食に関する法律（昭和３２年法律第１１８号）に定める学校給食の実施

に必要な施設をいう。 

※２ 健康増進法（平成１４年法律第１０３号）に定める特定給食施設をいう。 
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別紙２ （技術提案内容に関する審査） 

審査項目 審査の視点 配点 

１ 

  

事 

業 

計 

画 

全 

体 

①取組方針 

・実施体制 

１）本事業の目的を正しく理解し、事業者独自のノウハウ

やアイディアを取り入れた優れた提案がなされている

か。 

・取り組みに関する考え方と市の考え方の整合性 

・事業者独自の提案 

２点 

２）本事業の確実かつ効果的な実現に向け優れた業務実施

体制の提案がなされているか。 

・基本設計を踏まえ、かつ本事業の業務範囲に即した信

頼性の高い実施設計および施工の実施体制 

・代表企業を中心とした各構成員の役割と責任分担、情

報共有体制、市との協議の進め方 

２点 

②リスク管理 １）スケジュール遅延に関するリスク分析及びリスク対策

について、優れた提案がなされているか。 

・工期の遅れに関するリスクの把握とそれを踏まえた対

応策 

・本事業のリスクの把握とそれを踏まえた対応策（要求

水準書に示した保険以外の保険加入、構成員の不測の

事態時のリスク対応等） 

２点 

２）コスト管理に関するリスク分析及びリスク対策につい

て、優れた提案がなされているか。 

・コスト増加に関するリスクの把握とそれを踏まえた対

応策 

・本事業のリスクの把握とそれを踏まえた対応策 

２点 

③関連業務の実施

方針等 

１）本事業における関連業務の実施方針等について、優れ

た提案がなされているか。 

・引渡し後の維持管理のアフターフォローに関する実施

方針・体制 

・調理設備調達設置業務、コストマネジメントの実施に

あたり、想定される課題および当該課題への具体的な

取組方針（提案者の同種類似の実績における課題とそ

の解決方法と比較した考え方等） 等 

２点 

１ 事業計画全体の小計：１０点 

 

技術提案項目 審査の視点 配点 

テーマ 1 

解体工事を含む安全性

に配慮した工事仮設計

画と段階整備計画に関

する具体的な提案 

１） 近隣住民や敷地の特性への配慮 ３点 

２） 敷地内の動線計画（青少年児童センター利用者の車

両・歩行者・自転車）における安全性と機能性への

配慮 

６点 

３） 青少年児童センターの段階整備計画に関する具体的

な提案 

６点 

提案物例）仮設計画提案、段階整備計画図等 

テーマ 1の小計：１５点 
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技術提案項目 審査の視点 配点 

テーマ２ 

基本設計及び要求水準

書等に準じ、給食センタ

ー等の施設計画に支障

なく、効率性に配慮した

構造計画の独自提案 

１） 効率性に配慮した構造計画の独自提案 ５点 

２） 基本設計及び要求水準書等に対するコスト削減提案

を提案項目ごとにコスト提示すること。 

（耐震Ⅲ類の提案も可能とする。） 

１０

点 

提案物例）伏図、軸組図、部材リスト等 

テーマ２の小計：１５点 

 

技術提案項目 審査の視点 配点 

テーマ３ 

課題事項に対し、基本設

計及び要求水準書等に

準じ環境面・効率性・経

済性などに配慮した厨

房機器等のレイアウト

計画（空調・衛生・電気

設備等の施設設備との

整合性を図った）の独自

提案 

１） 調理設備等の選定に際して、提供食数や学級数、調

理時間等を考慮した優れた提案がなされているか。 

・想定献立への対応状況（調理時間を含む） 

・調理能力に最適な調理設備等の選定 

２点 

２） 調理設備等の選定に際して、衛生面や安全面、作業

効率等に配慮した優れた提案がなされているか。 

・調理時の衛生面及び清掃面に優れた機器の選定 

・自動化など調理員の負担軽減に資する機器の選定 

２点 

３） 施設内の調理作業上の安全性と効率性に配慮した優

れた提案がなされているか。 

２点 

４） 施設内の食材の安全性に配慮（アレルギーを除く）

した優れた提案がなされているか。 

２点 

５） 施設内の食物アレルギー対応食の安全性に配慮した

優れた提案がなされているか。 

２点 

６） ランニングコスト、メンテナンスの作業性、将来の

利用形態の変容への提案がなされているか。 

２点 

７） 基本設計及び要求水準書等に対するコスト削減提案

を提案項目ごとにコスト提示すること。 

８点 

提案物例）機器平面図、機器説明図等 

テーマ３の小計：２０点 

 

別紙２ 合計：６０点 

 


